
船舶事故調査報告書 

令和２年１１月２５日 

運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故種類 乗揚 

発生日時 令和２年１月１９日 １１時３６分ごろ 

発生場所 福岡県芦屋町柏
かし

原
ばら

漁港 

柏原港西防波堤灯台から真方位０５９°２１０ｍ付近 

（概位 北緯３３°５４.７′ 東経１３０°３９.８′） 

事故の概要 プレジャーボート 漣
さざなみ

は、北北西進中、浅所に乗り揚げた。 

事故調査の経過 令和２年２月２０日、主管調査官（門司事務所）を指名 

原因関係者から意見聴取実施済 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

プレジャーボート 漣、４.９トン 

２９３－３７０８６福岡、株式会社金田商店 

 乗組員等に関する情報 船長、二級小型 

 負傷者 なし 

 損傷 船首部船底外板に擦過傷、プロペラ翼に欠損を伴う曲損 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 南南西、風力 ３、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 低潮時 

 事故の経過 本船は、船長が１人で乗り組み、友人１人を乗せ、帰港の目的で柏

原漁港を出港しようと手動操舵で北北西進中、同漁港の航行が初めて

であり、出港前に地元の人に浅所の位置を確認した際、同漁港内東側

の浅所（以下「本件浅所」という。）については言われなかったの

で、本件浅所の存在を知らないまま、目視で見張りを行いながら航行

していたところ、本件浅所に乗り揚げた。 

本船は、船長が本事故の発生を友人に携帯電話で報告し、水難救済

会の漁船に引き出され、柏原漁港の岸壁に着岸した。 

船長は、本事故時、曇りで海中まで見えなかったことと、ＧＰＳプ

ロッターに浅所の表示がなく、本件浅所の存在を知らなかったので、

スマートフォンで航空写真のデータを取り、確認すれば良かったと本

事故後に思った。 

 本船の喫水は、船首約１.２ｍ、船尾約１.５ｍであった。 

分析 本船は、北北西進中、船長が、柏原漁港の航行が初めてで、同漁港

内東側の浅所の存在を知らず、本件浅所付近を航行したことから、本

件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

原因 本事故は、本船が、北北西進中、船長が、柏原漁港の航行が初めて

で、同漁港内東側の浅所の存在を知らず、本件浅所付近を航行したた

め、本件浅所に乗り揚げたものと考えられる。 

再発防止策 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 



 

・船長は、初めて航行する漁港等では、地元の人に浅所の確認だけ

でなく、航行可能な海域等を詳しく聞くなどして事前に水路調査

を行うこと。 


